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令和８年度青森県教育委員会免許法認定講習（夏季開催分） 

受講申込要領 

 

 

１ 申込書提出先及び提出期限：各道県教育委員会の通知による。 

 

２ 申込書は１名につき１部作成すること。 

 

３ その他特記及び注意事項 

・現職教員は、申込みの際に必ず所属長の承認を得ること。 

・本講習は、教育職員免許状の取得に必要な単位を修得できる講義を開設しているもので

あって、本講習の受講を以て免許状が授与されるものではない。免許状の取得にあって

は、単位や必要書類等を完備した上で、別途免許状の授与申請を行う必要がある。修得

が必要な単位は各自で確認すること。 

・後日、受講許可科目数分の受講料を徴収するため、申込書提出後の取り下げがないよう

に行事予定等を確認の上で申込むこと。 

・開設科目はそれぞれ個別独立した講義であり、一連の内容ではないため、受講したい科

目を選んで申込むこと（１科目から申込み可能）。受講する科目それぞれで評定及び単

位認定を行う。 

・２日間で１つの講義であり、１日のみ又は数時間の出席を前提とした申込みはできな

い。また、聴講目的（単位修得又は免許状取得を目指さない者）の申込みもできない。 
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